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議会の監視機能強化と、市民の市政参画の拡充を目指して

　執行機関の付属機関に議員が参画しない決議について、「協働」・「参画」

調査研究特別委員会の設置に関する決議についての２つの決議案を全会一

致で可決しました。以下に要約と設置の目的を掲載します。

　市長等の執行機関が設置する審議会・委員会等では、行政執行の前提として必

要な、調停、審査、審議又は調査等を行っており、私たち議員も従来これらの多

くに、委員として参画しています。

　しかし、議決機関の一部が執行機関の一部を担うことは、執行機関と議決機関が、

抑制均衡と緊張関係を保ちながら住民福祉の向上を目指す、二元代表制の機能及

び権限の分立の趣旨にかなわず、適切ではないとの考えに至りました。

　よって、本市議会は、議決機関としての厳正な監視機能の発揮と、市民の市政

参画を拡充する視点から、付属機関の委員には就任しないことを下記の通り決定

します。

　執行機関におかれては、この決議を尊重し、関係条例等の改正を順次行うとと

もに、議決機関の審査・審議・議決等に資するよう、付属機関に諮問された内容、

参照した資料、審議過程及び結果等について、遺漏のない対応を講じていただく

とともに、市民に対しても積極的な情報公開に努められることを要望します。

記

１．付属機関等の委員への就任については、法令（本市の条例・規則等を除く）

　　に基づくもののみとする。

２．任期中の委員については、任期満了をもって前項を適用する。

３．特別の事情があると議長が認めたときはこの限りではない。

執行機関の付属機関に議員が参画しない決議について（要約）

【設置の目的】

　本市の「協働のまちづくり」の基本理念である「輝き・やすらぎ・賑わいをみん

なで築くまちづくり」の進捗には、協働を担保し、住民自治・団体自治を深化させ

る仕組みが必要である。

　よって、自治の担い手である市民、議会、行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、

将来都市像の実現にまい進するために必要な「協働」と「参画」の仕組み及び関係

条例の調査・研究を行う「協働」・「参画」調査研究特別委員会を設置する。

委 員 長　山﨑眞幹

副委員長　森田雄介

委　　員　甲藤邦廣、利根健二、村田珠美

　　　　　山崎晃子、大岸眞弓、比与森光俊

「協働」・「参画」調査研究特別委員会の設置に関する決議について（抜粋）
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３ 月 定 例 会 に 提 出 さ れ た 議 案 等

番号 件　　　　　　　名 結果

議案

「議案第１号　平成29年度香美市一般会計予算に対する修正動議」 否決

第１号 平成29年度香美市一般会計予算 可決

第２号 平成29年度香美市簡易水道事業特別会計予算 可決

第３号 平成29年度香美市公共下水道事業特別会計予算 可決

第４号 平成29年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 可決

第５号 平成29年度香美市農業集落排水事業特別会計予算 可決

第６号 平成29年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 可決

第７号 平成29年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 可決

第８号 平成29年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算 可決

第９号 平成29年度香美市後期高齢者医療特別会計予算 可決

第10号 平成29年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計予算 可決

第11号 平成29年度香美市水道事業会計予算 可決

第12号 平成29年度香美市工業用水道事業会計予算 可決

第13号 平成28年度香美市一般会計補正予算（第９号） 可決

第14号 平成28年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 可決

第15号 平成28年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 可決

第16号 平成28年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 可決

第17号 平成28年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算(第４号） 可決

第18号 香美市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第19号 香美市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第20号 香美市児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第21号 香美市中谷川木材集出荷施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第22号 香美市交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第23号 香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第24号 香美市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第25号 香美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第26号 香美市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第27号 香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第28号
香美市個人情報保護条例及び香美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

可決

第29号 香美市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第30号 香美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第31号 香美市税条例等の一部を改正する条例の制定について 可決

第32号 市有財産の無償貸付けについて 可決

第33号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 可決

第34号 奥物部ふれあいプラザの指定管理者の指定について 可決

第35号 秦山ふれあいセンターの指定管理者の指定について 可決

第36号 佐古藪ふれあいセンターの指定管理者の指定について 可決

第37号 美良布地区集落活動センターの指定管理者の指定について 可決

第38号 平成28年度香美市一般会計補正予算（第10号） 可決

同意 第１号 教育委員会委員の任命について 同意

発議 第１号 香美市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

決議案
第１号 執行機関の付属機関に議員が参画しない決議について 可決

第２号 「協働」・「参画」調査研究特別委員会の設置に関する決議について 可決

意見書案

第１号 予算の増額で保育の充実を求める意見書の提出について 否決

第２号 地域経済に深刻な打撃を与える年金削減を行わないように求める意見書の提出について 否決

第３号 「共謀罪」法案を撤回するよう求める意見書の提出について 否決

陳情（H28） 第１号 かたじ児童クラブ専用施設の早期設置について 採択

陳情（H29） 第１号 市道谷相線及び市道日ノ御子線の改良事業の継続について 継続
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賛否が分かれた議案等に対する各議員の賛否の状況

会派 市民クラブ 自由クラブ 公明党 日本共産党 ※１ ※２ ※３ ※ 4 議長
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議案第１号修正動議 ○ × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × －

議　案
第１号 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ －

第27号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ －

発　議 第１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ －

意見書案

第１号 × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × －

第２号 × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × －

第３号 × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × －

会派欄の※１は「くらしと福祉を守る会」、※２は「物部会」、※３は「香美市をよくする会」、※４は「さくら会」。

※「○」は賛成、「×」は反対、「－」は議長につき採決に加わらず。

陳情が採択されました

かたじ児童クラブ専用施設の　早期設置について（抜粋）

【趣　旨】　かたじ児童クラブは平成１５年４月に発足し、片地小学校に隣接す

　　　　　る片地多目的集会所の一部を利用して運営を行っています。長年利用

　　　　　していく中で以下のような問題があり、運営に支障が生じています。

１．現在、トイレ（男女兼用１室）と児童の手洗い施設が同じ場所での使用となっ

　　ており、おやつの時間帯などは大変混雑し、全員の手洗いが終了するまでに

　　２０分以上を要しています。

２．地震・火災等の防災用具の保管場所がない為、防災用具を購入できません。

３．調理室が児童の生活する部屋から離れており、調理中や片付け時に室内にい

　　る児童の監視が妨げられています。

４．インフルエンザ、ノロウィルス等の感染症が流行した際、緊急処置に対応する

　　場所が確保できません。

５．県や市が行う検診等の都度、部屋の移動や保護者への対応に追われています。

　　また、他団体の事務所と隣り合わせとなっており、他団体の方の事務の妨げ

　　にもなっています。

　上記のような状況で、指導員さんにも過度な負担をお掛けしながら１２年が経

過しました。児童クラブは、保護者が昼間家庭にいない児童にとって、大変重要な

施設です。児童が放課後を安心してのびのび過ごすことができる環境をつくるた

め、是非とも早期の専用施設建設に向けてご尽力くださいますようお願いします。
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